業種間の完成工事高・元請完成工事高の振替方法
１　一式工事業への専門工事の算入　一式工事　　専門工事
・　審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業（以下「一式工事業」という。）である場合においては、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の専門工事（審査対象を除く。）に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。
・　この場合、専門工事の完成工事高については、審査対象年だけでなく直前2年又は3年分を土木一式又は建築一式のいずれか一方に全額算入する必要があります。
・　いずれの一式工事業に算入するかについては、次表を参考に、具体的な専門工事の内容に応じて選択します。
・　例えば、とび・土工・コンクリート工事については、いずれの一式工事業にも算入できる可能性がありますが、いずれの一式工事業に算入するかについては、工事経歴書に記載の各工事に、建築一式であれば少なくとも１件の建築系の工事が、土木一式があれば少なくとも１件の土木系の工事が必要となります（とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を分割して、土木一式及び建築一式それぞれに算入することはできません。）。
（一式工事業へ算入できる専門工事）
	土木一式
	
	土木工作物の建設に関連する工事

	建築一式
	
	建築物の建設に関連する工事


２　専門工事への他の専門工事の算入　専門工事　　専門工事
・　審査対象建設業が一式工事業以外の専門工事である場合においては、許可を受けた建設業のうち専門工事（審査対象を除く。）に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該専門工事に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。
・　この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。
・　具体的な業種の振分けは、次表に示すとおりとします（例外は認めておりません。）。
（専門工事へ算入できる他の専門工事）
	とび・土工・コンクリート
	
	石、造園

	電気
	
	電気通信、消防施設

	管
	
	熱絶縁、水道施設、消防施設

	塗装、屋根
	
	防水


３　分割分類による他の工事業への算入
　上記１・２のほか、次の申し出を行うことができます。この場合、「工事種類別完成工事高付表」（下記作成例を参照。）を作成し、「工事種類別完成工事高・元請完成工事高」（規則様式第25号の11別紙1）に添付してください。
（１）一式工事業の分割分類による専門工事への算入
・　一式工事業（審査対象を除く。）に係る建設工事の完成工事高を専門工事の完成工事高として分割分類し、許可を受けた専門工事の完成工事高に加えて申請することができます。
・　この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。

・　分割分類した一式工事業の完成工事高については、工事種類別完成工事高付表に記載のとおりに専門工事へ算入できます。
　　　一式工事　　専門工事

専門工事
　　　専門工事
（２）専門工事の分割分類による他の専門工事への算入
・　専門工事（審査対象を除く。）に係る建設工事の完成工事高についても、（１）と同様に、許可を受けた他の専門工事の完成工事高に加えて申請することができます。
　　　専門工事　　専門工事

専門工事
　　　専門工事
※「工事種類別完成工事高付表」作成例
審査対象外のとび・土工・コンクリート工事の完成工事を審査対象の防水工事及び造園工事の完成工事高へ分割分類して算入する場合の例。
	（A4）

工事種類別完成工事高付表

申請者　○○建設　
　審査対象建設業

完成工事高

・審査対象事業年度

○年○月～○年○月

防水工事　　　　4,000千円

うち元請　　　  500千円

造園工事　　　 11,000千円

うち元請　　　4,500千円

　計　　　　　　 15,000千円
うち元請　　　5,000千円

・前審査対象事業年度
　　　　　：
とび・土工・コンクリート工事　15,000千円

　　　　　　　うち元請　　　　 5,000千円





「業種間の完成工事高・元請完成工事高の振替方法」ＦＡＱ

Ｑ１　昨年は、管工事を土木一式に振り替えましたが、今年は、管工事についても経営事項審査を受審します。この場合、前審査対象事業年度の管工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高はどのように考えればいいですか？

Ａ１　専門工事を一式工事に振り替える場合は、審査対象事業年度、前審査対象事業年度（及び前々審査対象事業年度）の全ての完成工事高・元請完成工事高を振り替える必要があり、反対に、振り替えない場合は、いずれの年度も振り替えることはできません。

よって、この場合、前審査対象事業年度の管工事及び土木一式の完成工事高・元請完成工事高については、それぞれ振替が行われていない状態により受審することとなります。

Ｑ２　以前のＨＰには、一式工事業への他の工事業の算入の例が掲載されていましたが、今回の見直しにより例示がなくなりました。土木一式に該当するか、建築一式に該当するかは、どのように判断すればよいですか？ 

Ａ２　実際の工事内容を元に、土木工作物の建設に関連する工事については土木一式に、建築物の建設に関連する工事については建築一式への算入が可能です。なお、一式算入する場合は、工事経歴書に記載の各工事に、建築一式であれば少なくとも１件の建築系の工事が、土木一式があれば少なくとも１件の土木系の工事が必要となります。

Ｑ３　経審を受ける場合の記載方法に則って工事経歴書を記載した結果、建築物の建設に関連する工事のみとなりました。工事経歴書に記載していない工事には土木工作物の建設に関連する工事があり、土木一式に算入したいのですが、どうすればよいですか？ 

Ａ３　経審を受ける場合の記載方法に則って記載した工事経歴書の最終行に、土木工作物の建設に関連する工事を追記してください。

Ｑ４　分割分類による他の工事業への算入に基づき完成工事高・元請完成工事高の振替する場合、必ず2以上の専門工事に分割する必要がありますか？

Ａ４　振替先の専門工事は、1以上とします。

　Ｑ５　分割分類による他の工事業への算入について、振替できる業種が明示されていませんが、特に制限はないのでしょうか？
　Ａ５　ありません。工事の内容にかかわらず、申出額をそのまま「工事種類別完成工事高付表」に記載して添付して頂くことになります。

　Ａ６　「工事種類別完成工事高付表」は、業種間の完成工事高・元請完成工事高を振替する場合に添付しなければなりませんか？

　Ｑ６　分割分類による他の工事業への算入によるときだけで結構です。

　Ｑ７　専門工事への他の専門工事の算入や分割分類による他の工事業への算入では、審査対象年度は積み上げるが、前審査対象年度は積み上げないなどの選択が可能とのことですが、では、審査対象年度の算入先の専門工事と、前審査対象年度の算入先の専門工事が異なるように振り替えることもできますか？ 

Ａ７　可能です。
